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申請様式 業務 機能追加項目 機能追加概要

輸出承認 申請 ①申請項目の見直し 申請項目を変更します。

[麻薬等原材料]
・任意項目の削除（1件）

[バーゼル]
・任意項目の削除（26件）

[ワシントン]
・任意項目の削除（54件）
・必須項目の削除（3件）

[有害化学物質と特定水銀]

・任意項目の追加（5件）

包括輸出承認 申請 ①申請項目の見直し 申請項目を変更します。

・任意項目の削除（1件）

１．機能追加の概要 申請様式別機能（輸出）
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申請様式 業務 機能追加項目 機能追加概要

輸入 申請 ①申請項目の見直し 申請項目を変更します。

・任意項目の削除（1件）

②許可証認証の英
文表示

割当無し2の2号承認を申請する際、英文の交付イメージを希望することができるよう

になります。

③輸入割当から輸入
承認への切り替えの
円滑化

輸入割当から輸入承認への切り替えを申請する際、輸入割当と冗長である項目を省

略して申請できるようになります。

③輸入割当から輸入
承認への切り替えの
円滑化

輸入割当から輸入承認への切り替えを申請する際、輸入割当証明書が書面であって

も、輸入承認の電子申請および電子ライセンスの交付ができるようになります。

事前確認（ワシ

ントン）

申請 ①申請項目の見直し 申請項目を変更します。

・任意項目の削除（12件）

・必須項目の削除（3件）

１．機能追加の概要 申請様式別機能（輸入）
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業務 機能追加項目 機能追加概要

ＪＡＩ ②許可証認証の英
文表示

申請者情報に英文項目が追加されます。

ＪTS ②許可証認証の英
文表示

輸出と事前確認の許可承認証等にて、申請者情報の英文項目が追加されます。

輸入承認証は、英文の交付イメージを希望する場合に、英文ページが出力されます。

JCA、JCI、

JCC、JCC01

④通関業者指定の
委任機能と実施可
能期間の改善

輸出入者の通関業者指定の権限を、通関業者へ委任できるようになります。

これまではライセンスの「有効となる日」がある場合に、当該日より前に通関業者指定を実施するこ

とができませんでしたが、当該日の１０日前より通関業者指定が実施できるようになります。

申請書作成ソフト ③輸入割当から輸
入承認への切り替え
の円滑化

割当後輸入承認の申請書を作成する際、輸入割当の申請書ファイルから流用作成できるようにな

ります。

⑤申請書作成ソフト
の表示改善

申請書作成ソフトの利便性を向上します。

・内容検証の機能をワンクリックで起動できるボタンを追加します。

・申請書ファイルの様式情報を表示します。

・申請書ファイルを保存する際に、内容検証のエラーがある場合はメッセージを表示します。

１．機能追加の概要 業務別機能
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申請項目を変更します。

２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

輸出承認

ご注意願います

これまで利用された申請書ファイル（.jetファイル）
は、バージョンアップ後の申請書作成ソフトにて
開くことはできますが、JAA業務またはJAB業務に

て申請することはできなくなります。

申請書作成ソフトにて新規作成していただくか、
JAG業務にて最新の申請書ファイルをダウンロー
ドし直していただくようお願いいたします。



【輸出承認（麻薬等原材料）】

・申請項目「申請担当者 FAX」を削除します

【輸出承認（バーゼル）】

・申請項目「荷受人」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「支払人」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「申請理由」を削除します。

・申請項目「需要者」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「希望有効期限」を削除します。
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２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

機能追加のポイント
※企業情報の詳細

・事業内容

・従業員数

・資本金額

・資本金通貨コード

・設立年月日

・出資法人名称

・出資比率

・HPアドレス



【輸出承認（ワシントン）】

・申請項目「申請担当者 FAX」を削除します。

・申請項目「買主」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「荷受人」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「支払人」に関わる企業情報（※）を削除します。

・申請項目「仕向地 地域名称」を削除します。

・申請項目「経由地 地域名称」を削除します。

・申請項目「取引明細 型及び等級（規格）」を削除します。

・申請項目「取引明細 メーカー名」を削除します。

・申請項目「取引明細 統計品目番号」を削除します。

・申請項目「取引明細 建値地域国コード 」を削除します。

・申請項目「申請理由」を削除します。

・申請項目「需要者」「最終需要者貨物」に関わる項目を削除します。

・申請項目「希望有効期限」を削除します。

・訂正申請の申請項目「有効期限延長の理由」を削除します。

【輸出承認（有害化学物質及び特定水銀）】

・申請項目「最終需要者 貨物名」を追加します。

・申請項目「最終需要者 数量」を追加します。

・申請項目「最終需要者 数量単位」を追加します。

・申請項目「最終需要者 金額」を追加します。

・申請項目「最終需要者 金額通貨コード」を追加します。
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２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

機能追加のポイント つづき
※企業情報の詳細

・電話番号

・事業内容

・従業員数

・資本金額

・資本金通貨コード

・設立年月日

・出資法人名称

・出資比率

・HPアドレス



8

申請項目を変更します。

２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

・申請項目「申請担当者 FAX」が削除されます。

機能追加のポイント

包括輸出承認

ご注意願います

これまで利用された申請書ファイル（.jetファイル）
は、バージョンアップ後の申請書作成ソフトにて
開くことはできますが、JAA業務またはJAB業務に

て申請することはできなくなります。

申請書作成ソフトにて新規作成していただくか、
JAG業務にて最新の申請書ファイルをダウンロー
ドし直していただくようお願いいたします。
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申請項目を変更します。

２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

【輸入割当】

・申請項目「船積地域 船積港（英文）」を追加します。

・申請項目「単位（数量用）（英文）」を追加します。

・申請項目「英文交付イメージの希望有無」を追加します。

機能追加のポイント

ご注意願います

これまで利用された申請書ファイル（.jetファイル）
は、バージョンアップ後の申請書作成ソフトにて
開くことはできますが、JAA業務またはJAB業務に

て申請することはできなくなります。

申請書作成ソフトにて新規作成していただくか、
JAG業務にて最新の申請書ファイルをダウンロー
ドし直していただくようお願いいたします。

輸入



【輸入承認・割当】

・申請項目「商品名（英文） 」を追加します。

・申請項目「船積地域 船積港（英文）」を追加します。

・申請項目「単位（数量用）（英文）」を追加します。

・申請項目「英文交付イメージの希望有無」を追加します。

【輸入承認（2の2号を含む）】

・申請項目「申請担当者 FAX」を削除します。

・申請項目「商品名（英文） 」を追加します。

・申請項目「原産地 国コード」を条件付き入力項目に変更します。

・申請項目「船積地域 国コード」を条件付き入力項目に変更します。

・申請項目「船積地域 船積港（英文）」を追加します。

・申請項目「単位（数量用）（英文）」を追加します。

・申請項目「輸入割当証明書番号（紙交付） 」を追加します。

・申請項目「英文交付イメージの希望有無」を追加します。

【輸入2号承認】

・申請項目「申請担当者 FAX」を削除します。

・申請項目「商品名（英文） 」を追加します。

・申請項目「船積地域 船積港（英文）」を追加します。

・申請項目「単位（数量用）（英文）」を追加します。

・申請項目「英文交付イメージの希望有無」を追加します。
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２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

機能追加のポイント つづき
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割当無し2の2号承認を申請する際、英文の交付イメージを希望することができるようになります。

２．申請様式別機能 ②許可証認証の英文表示

・英文交付イメージを希望できるのは、割当無し2の2号承認のみです。

その他の輸入承認申請では英文交付イメージを希望することはできません。

英文の交付ページを希望する場合、
申請項目「英文交付イメージの希望
有無」に「1」を入力します。

特記事項

輸入
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割当無し2の2号承認を申請する際、英文の交付イメージを希望することができるようになります。

２．申請様式別機能 ②許可証認証の英文表示

・これまでに交付済のライセンスは、英文ページは出力されません。英文ページを出力したい場合は、訂正申請を実施してください。

・一部項目（備考欄や許可条件欄）は、日本語で入力された場合はそのまま出力されます。

・申請者情報は、経済産業省へ届出を行った情報が出力されます。内容はＪＡＩ業務にて確認できます。

特記事項

輸入

英文の交付イメージは、JTS業務
で取得する承認証の最終ページ
に出力されます。

輸入承認証の最終ページ
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輸入割当から輸入承認への切り替えを申請する際、輸入割当と冗長である項目を省略して申請できるようになります。

２．申請様式別機能 ③輸入割当から輸入承認への切り替えの円滑化

・輸入承認（2の2号含む）申請様式の割当後輸入承認の場合、品目コード、関税率表番号、商品名、型及び銘柄、原産地、船積地域は

省略して（未入力で）申請することができます。省略した場合、システムが輸入割当証明書の内容を補完します。

・これらの項目はこれまで通り入力することも可能ですが、入力がある場合は、輸入割当証明書の内容と一致していなければ、受付無効

となります。

・割当後輸入承認にて、商品や
原産地などの割当と冗長な項
目は、省略して（未入力で）申
請できます。

機能追加のポイント

輸入
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輸入割当から輸入承認への切り替えを申請する際、輸入割当証明書が書面であっても、輸入承認の電子申請および電子

ライセンスの交付ができるようになります。

２．申請様式別機能 ③輸入割当から輸入承認への切り替えの円滑化

・書面の輸入割当証明書から電子の輸入承認証を申請する場合、書面の輸入割当証明書（原本）は、別途、申請窓口に提出してください。

特記事項

輸入

書面の輸入割当証明書から電子の輸入承認証を申請す
る場合、以下のとおり入力します。

・「輸入承認種類区分」は、「S7」を入力します。

・「品目コード」、「原産地」関連、「船積地域」関連は、書面
の輸入割当証明書と同じ内容を入力します。

・「輸入割当証明書取得年月日」に、書面の輸入割当証明
書を取得した日付を入力します。

・「輸入割当証明書番号（紙交付）」に、書面の輸入割当証
明書番号を入力します。

※関税率表番号、商品名は、入力不要です。（入力された
品目コードからシステムが自動補完します）
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申請項目を変更します。

２．申請様式別機能 ①申請項目の見直し

・申請項目「申請担当者 FAX」を削除します。

・申請項目「附属書番号」を削除します。

・申請項目「統計品目番号」を削除します。

・申請項目「輸出者」に関わる項目を削除します。

機能追加のポイント

事前確認（ワシントン）

ご注意願います

これまで利用された申請書ファイル（.jetファイル）
は、バージョンアップ後の申請書作成ソフトにて
開くことはできますが、JAA業務またはJAB業務に

て申請することはできなくなります。

申請書作成ソフトにて新規作成していただくか、
JAG業務にて最新の申請書ファイルをダウンロー
ドし直していただくようお願いいたします。
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申請者情報に英文項目が追加されます。

３．業務別機能 ②許可証認証の英文表示

・ＪＡＩ業務で表示される情報は、経済産業省へ届出を行った情報になります。情報のアップデートのタイミングによっては、しばらく未登録

の状態が続くことがありますがご了承願います。

※内容に誤りや変更がある場合は、経済産業省貿易管理課（qqfcbj@meti.go.jp）までお問合せください。

申請者情報照会（ＪＡＩ）業務にて照会できる情報に、
英文項目が追加されます。

特記事項

JAI
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輸出と事前確認の許可承認証等にて、申請者情報の英文項目が追加されます。

３．業務別機能 ②許可証認証の英文表示

・これまでに交付済のライセンスは、英文情報は出力されません。英文情報を出力したい場合は、訂正申請を実施してください。

・１ページ目に記載されている申請者欄のみ英文情報が追加されます。２ページ目以降の申請者欄には追加されません。

・申請者情報は、経済産業省へ届出を行った情報が出力されます。内容はＪＡＩ業務にて確認できます。

１ページ目の申請者欄に、
英文情報が追加されます。

特記事項

（例）輸出許可証の1ページ目

JTS



JAG業務に、輸入割当の申請書ファイ
ルをダウンロードして保存します。

※ファイルを開く際は、「訂正」または
「補正」で開いてから保存してください。

18

割当後輸入承認の申請書を作成する際、輸入割当の申請書ファイルから流用作成できるようになります。

３．業務別機能 ③輸入割当から輸入承認への切り替えの円滑化

申請書作成ソフト

①輸入割当の申請書ファイルの準備

JAG業務

IQ.jet

②割当後輸入承認申請書の作成

申請書(A) オプション(O) その他(Q)

内容検証(V)

輸入承認申請 輸入割当からの流用作成(D)

IQ.jet
品目コード、商品名、原産地、輸
入割当証明書番号等の申請項
目は、輸入割当と同じ内容が初
期設定されます。

・流用できる輸入割当の申請書ファイルは、施行済のもの（輸入割当証明書番号が存在するもの）に限ります。

・申請ごとに内容が異なる項目は個別に入力・確認してください。

特記事項

申請書作成ソフトの「輸入割
当からの流用作成」機能を
起動し、輸入割当の申請書
ファイルを選択します



19

輸出入者の通関業者指定の権限を、通関業者へ委任できるようになります。

３．業務別機能 ④通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

輸出入者

通関業者B

（通関申告を実施する者）

通関業者A

（権限を委任された者）

通関業者指定（JCA） ※これまでの業務フロー

通関業者指定（JCA）

※通関業者指定権限を委任

通関業者指定（JCA）

通関業者指定の権限を委任できるようになり
ます。これにより、通関申告を実施する業者
に対して、輸出入者が通関業者指定を直接
実施する必要がなくなります。

権限を委任された通関業者は、通
関申告を実施する者に対して通関
業者指定を行えます。

JCA, JCI, JCC, JCC01

・通関業者指定の権限を委任された通関業者は、通関業者指定の権限を再委任することはできません。

・これまでのJCA業務と同様に、ライセンス単位での登録（委任）になります。

特記事項

凡例

通関業者A：輸出入者から通関業者指定権
限を委任された者

通関業者B：通関業者Aから通関業者指定
を受けた者＊＊＊

これまでは通関申告を実施
する業者に対して、輸出入
者が通関業者指定を直接
実施する必要がありました。
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輸出入者の通関業者指定の権限を、通関業者へ委任できるようになります。

３．業務別機能 ④通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

・「通関業者指定権限の委任」を編集できるのは、輸出入者（ライセンス所有者）のみです。

（通関業者Aは「通関業者指定権限の委任」をチェックして通関業者Bを登録することはできません。また、通関業者Aは「通関業者指定

権限の委任」 がチェックされている通関業者を解除することもできません）

・これまでのJCA業務と同様に、登録された全ての通関業者（通関業者AおよびB）が、当該ライセンスの照会や裏書を実施できます。編

集後は必ずJCI業務（指定済み通関業者照会）にて登録内容を確認してください。

・通関業者指定の解除は個々に実施してください。（通関業者Aを解除しても、通関業者Bは連動して解除されません）

特記事項

JCA, JCI, JCC, JCC01

凡例

通関業者A：輸出入者から通関業者指定権
限を委任された者

通関業者B：通関業者Aから通関業者指定
を受けた者＊＊＊

通関業者指定の権限の委任は、
JCA業務にて登録します。

通関業者A

※輸出入者のみ登録・解除
できます

通関業者B

※権限を委任された通関業
者（通関業者A）も登録・解除
できます
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これまではライセンスの「有効となる日」がある場合に、当該日より前に通関業者指定を実施することができませんでしたが

、当該日の１０日前より通関業者指定が実施できるようになります。

３．業務別機能 ④通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

・ライセンスの「有効となる日」になっていなくても、事前に通関業者指定を実施しておくことができます。

機能追加のポイント

有効となる日
－11日

有効となる日
－10日

有効となる日 有効期限 有効期限
＋1日

これまでの制限

3/18以降の
制限

通関業者指定可能

通関業者指定可能

JCA, JCI, JCC, JCC01

「有効となる日」の10日前から
通関業者指定を実施できるよ
うになります。
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申請書作成ソフトの利便性を向上します。

３．業務別機能 ⑤申請書作成ソフトの表示改善

・申請書作成ソフト自体のバージョンが古い場合は、正しい判定ができません。申請書作成ソフトのバージョンは、これまで通り最新の状態

を保つようにしてください。

内容検証を1クリックで
実行できるボタン

特記事項

JAA、JAB業務で入力する
申請種類番号を表示

JAA、JAB業務のどちらで
申請する様式かを表示

申請書の読込／保存を行う際、
受付無効となる内容があると
メッセージを表示

編集中の様式が最新か
どうかを表示


